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品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011  
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ    検索 
☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。 
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
◇ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ「通知カード」送付開始 
品川区では、10 月 
から、皆さまの住民 
票の住所に（世帯主宛） 
に送付します。 
 次のどの方法で送 
付されるでしょうか。 

①普通郵便 ②速達郵便 
③簡易書留  
④ゆうパック 
⑤宅配便     

◎難易度☆☆☆☆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎難易度☆☆☆☆ 
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2015 年 10 月 

平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼
稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、
早大（政経学部政治学科 専攻は地方行
政）・同大学院博士課程で学ぶ。東大研究員、
塾などを経て、教師（早実高、都立日比谷高・
青山高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。
平成 19 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232  

票（１位）。『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋しんじプロフィール  

 しがらみのない無所属 

9/17.18 に第３回定例本会議が始まりまし
た。一般質問（各会派から１～２人が質問）
の質疑応答の一部をご報告します。 
Ｑ：他議員の質問（１人 20 分×9 人） 
※私は質問の順番ではありませんでした。 
Ａ：区側の答弁（区長など部長以上の管理

職が答弁します。答弁も約 20 分） 
☆:私のコメント    ◎27 年度予算額 

Ｑ：【区長の区政運営について】 
区長は、自治体の長として、 

  どう品川区を運営していく 
のか。10 年、20 年、30 年 
後の品川区をどのようにし 
ていきたいのか。職員・議員・ 
区民向けにわかりやくすく。 

Ａ（区長）：品川区の持つ地の利や暮らしや
すさ、歴史と伝統という魅力や強みを生
かし、「住んでよし、訪れてよし」のまち
づくりに向け、全力を傾注する。さらに、
今後も進むであろう区の都市化傾向を見
据え、各地域におけるまちの形をﾃﾞｻﾞｲﾝ
することや、さらなる人口構成の変化を
踏まえた区施設のあり方や活用方法につ
いても新しい視点で検討する。 

☆本会議の答弁ですので抽象的な表現です。
区民ｻｰﾋﾞｽのさらなる向上を求めます。ま
た、区施設のあり方は、今後の大きな課題と
なっていきます。「新しい視点で検討する」と
いう点について注視して参ります。 

 

Ｑ：【祭礼について】 
① 地域行事、特に祭礼は、行政との連 
携が不十分。地域の伝統や文化の継承と
いう観点からできるだけ支援を。②（憲法
の）政教分離の大原則を踏まえつつ、祭
礼を神事ではなく、地 
域の行事としてのお祭 
りに対する支援策を。 

Ａ：①今後も観光協会 
から積極的な情報発 
信に努める。②引き続き町会・自治会
が行うお祭りを支援していく。ただし、
神社の中で行われる例大祭神事のよう
な行事（＝祭礼）は、観光協会が紹介
するのが適切かと思う。 
注観光協会は区の組織ではありません 

Ｑ：【町会・自治会への財政支援】 
区の助成金は、住民基本台帳ベースに人
口や世帯数で算定されている。大規模ﾏ
ﾝｼｮﾝが多い町会は、町会費と住民基本
台帳の人口による助成金で財政的余裕
がある。一方、小規模町会（人口少）は、
（助成金が少なく）財政に余裕がない。町
会・自治会の取り組みの成果や活動を踏
まえ、助成金の加算交付を。 

Ａ：財政支援は重要な視点。効果的な支
援の仕組みを構築する。◎地域振興経
費（町会・自治会関係）２億 4455 万円 

通知ｶｰﾄﾞ（ｲﾒｰｼﾞ） 

うら 

おもて 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_685.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ちょっとした話ながわ  
 
 

 
 

発行者 高橋しんじ 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け

(郵送他)いたします。ご連絡下さい。 
 
 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆ 各 7:00-9:30頃 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

クイズの答え：③簡易書留 ご不在の
場合は、「不在票」に従って、再配送、
もしくは、郵便局で通知ｶｰﾄﾞを受け取っ
て下さい（本人確認有）。また、転送され
ないのでご注意下さい。お問い合わせ
は、ｺｰﾙｾﾝﾀｰへ。「ちょっとした話なが
わ」（右上↗）をご参照下さい。 

◇ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ、「通知カード」送付開始！ 
 平成 27 年 10 月以降、マイナンバーをお知ら
せする「通知カード」を簡易書留で住民票の住所
へ世帯ごとに送付します。送付物をご確認下さ
い。ご不明な点はお問い合わせください。 
☆品川区マイナンバー・コールセンター  
  電話：0570-66-6825  
  月曜日から金曜日 8時 30 分～20時  
※10 月 1 日からは土・日・祝日も 9 時 30 分～
17時 30 分まで開設 （12／29～1／3を除く）  

 

朝、駅前にいます！ 

Ｑ：【賃貸住宅の集団回収】 
           ごみ減量のため、管理組合 

のないｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝのよう 
な賃貸住宅等でも集団回収 
が行われるよう啓発を 

Ａ：区では、町会・自治会と連携して、物件
の家主や管理業者に対して集団回収の周
知を図り、地元町会等の集団回収への参加
を促進する。☆賃貸住宅の方もぜひ、集団
回収にご参加を！ 

 集団回収＝町会や自治会、
ﾏﾝｼｮﾝの管理組合、PTA等 

区民が作るｸﾞﾙｰﾌﾟが回収の日時・場所を決
め、家庭から出る資源（新聞、雑誌、段ボー
ル、紙パック、アルミ缶、古着など)を資源
回収業者に引き渡す自主的なﾘｻｲｸﾙ活動のこ
と。品川区では、報奨金や消耗品を支給する

など、ﾘｻｲｸﾙ活動を行うグループを支援して
います。 ◎ﾘｻｲｸﾙ活動支援事業 9671万円 
 
 
 

Ｑ：①八潮団地内の車道（区道）の「自転車ﾚｰ
ﾝが狭くて走れない」という声がある。「矢印
の方向で走る」という意味だが、誤解してい
る。周知徹底を。②自転車ﾍﾙﾒｯﾄ着用普及
促進を。また、多子家庭への（児童・子ども
用）ﾍﾙﾒｯﾄ購入助成金制度創設を。 

Ａ：①今後も機会あるごとに周知に努める。
②啓発事業を通じて着用の重要性の啓発
を進める。助成については、大事なお子さ
んを守るためのものであり、自らご用意し
て頂くものと考える。◎八潮団地内区道
歩道拡幅整備工事費  1億 7600 万円 

Ｑ：【区内宿泊施設について】 
 ①東京都の宿泊施設の稼働率は、とて
も高く、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催時に飽
和状況になり、対策が必要。競技のある品
川区も同様である。対策は。②大阪府は
既存法律の緩和に動いている。区も都と
協議して何らかの手段を。③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻ
ｲﾄで、個人住宅の部屋の一部をﾈｯﾄを介
して宿泊利用者に有料で貸し出すｼｽﾃﾑ
がある（法の規制が課題）。 
法令遵守している他の宿 
泊施設は、困惑している。 
この空き部屋貸しをどう 
考えるか。 
 Ａ：①宿泊不足は大きな課題と 
とらえ、民間業者への働きかけや国家戦
略特区活用も行いながら検討する。②都

と連携し、情報共有していく。③このｻｲ
ﾄは、旅館業法抵触の可能性がある一方、
実態の把握等が難しいので自治体の多
くが対応に苦慮している。動向をしっか
り注視していく。 

☆大田区では、国家戦略特区による規制緩
和（旅行業法による設置基準の緩和等）を
活用して、外国人旅行客の民泊（＝民間住
宅に宿泊する）を認める条例案を今年 12
月議会に提案する予定です。解決すべき課
題は、多いですが積極的な取組です。 

 Ｑ：大井町駅東口から線路沿いの品川方面へ
の道は狭い。JRの斜面を利用して拡幅を。
また、JR の線路（京浜東北線・東海道線）
の上に広場をつくってにぎわいの創出を。 

Ａ：課題の多い地区でもあるので、地域の
皆様の思いや声を聞きながら、（まちづ
くりを）一歩ずつ進めて行きたい。 

10 月は、一部の駅で議会・視察等で
区政報告配布の時間変更・休止する
ことがあります。ご了承下さい。 
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